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告 示

北海道告示第４０２号

環境基本法（平成５年法律第９１号）第１６条第２項の規定に基づき、次の表の水域の欄に掲
げる公共用水域を同表の該当類型の欄に掲げる類型を当てはめる水域として指定する。
平成２３年６月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
水 域 該 当 類 型 達成期間
河 川 留萌川上流（タルマップ川合流点から上流（タルマップ川を含む。）） 河川生物Ａ イ

留萌川中流（タルマップ川合流点から十五線川合流点まで（十五線川を含む。）） 河川生物Ａ イ

留萌川下流（十五線川合流点から下流） 河川生物Ａ イ
渚滑川上流（サクルー川合流点から上流（サクルー川を含む。）） 河川生物Ａ イ
渚滑川中流（サクルー川合流点から紋別取水口まで） 河川生物Ａ イ
渚滑川下流（紋別取水口から下流） 河川生物Ａ イ
湧別川上流（支湧別川合流点から上流（支湧別川を含む。）） 河川生物Ａ イ
湧別川下流�（丸瀬布川の丸瀬布取水口から上流） 河川生物Ａ イ
湧別川下流�（支湧別川合流点及び丸瀬布取水口から下流） 河川生物Ａ イ
常呂川上流（北見市北上３００番１地先より上流） 河川生物Ａ イ
常呂川下流（北見市北上３００番１地先より下流） 河川生物Ａ イ
網走川上流（大正橋より上流） 河川生物Ａ イ
網走川中流（大正橋から網走湖まで） 河川生物Ａ イ
網走川下流（網走湖より下流） 河川生物Ａ イ
釧路川上流（多和川合流点から上流（多和川を含む。）） 河川生物Ａ イ
釧路川中流（多和川合流点から釧路取水口まで） 河川生物Ａ イ
釧路川下流�（雪裡川、茂雪裡川合流点から上流（茂雪裡川を含む。）） 河川生物Ａ イ
釧路川下流�（釧路取水口及び茂雪裡川合流点から下流） 河川生物Ａ イ
釧路川下流�（新釧路川への分派点から下流） 河川生物Ａ イ
鵡川上流（双珠別川合流点から上流（双珠別川を含む。）） 河川生物Ａ イ
鵡川下流（双珠別川合流点から下流） 河川生物Ａ イ

注１ 該当類型の分類は、昭和４６年環境庁告示第５９号（水質汚濁に係る環境基準につい
て）の別表２の１に掲げるとおりとする。

注２ 該当類型欄の「河川生物Ａ」とは、環境庁告示別表第２の１の�のイの表の類型の
「生物Ａ」を示す。

注３ 達成期間の「イ」とは、指定後、直ちに達成することを示す。

北海道告示第４０３号

昭和４８年北海道告示第６４２号（公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型
の指定）の一部を次のように改正する。
平成２３年６月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
表の海域の項紋別海域�の事項中「海域 Ｃ」を「海域 Ｂ」に改め、同項紋別海域�の
事項中「海域 Ｂ ロ」を「海域 Ａ イ」に改め、同項中紋別海域�及び紋
別海域�の事項を削り、同項稚内海域�の事項中「別記の３６」を「別記の３４」に改め、同項
稚内海域�の事項中「別記の３７」を「別記の３５」に改め、同項稚内海域�の事項中「別記の
３８」を「別記の３６」に改める。
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別記中３２の事項を次のように改める。
３２ 紋別港北防波堤、同港北防波堤南端と第１防波堤を結ぶ線、第１防波堤、第２防波堤、
第２防波堤東端と第３防波堤北端を結ぶ線、第３防波堤及び陸岸により囲まれた海域
別記中３３の事項及び３４の事項を削り、同３５の事項中「、紋別海域�及び紋別海域�」を削
り、同事項を３３の事項とし、３６の事項から３８の事項までを２事項ずつ繰り上げる。

北海道告示第４０４号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、平成２３年５月２６日、浦
河町土地改良区の定款の変更を認可した。
平成２３年６月７日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第４０５号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定により、道営土地改良（弟
子屈北部地区草地整備［担い手中核型］（区画整理））事業の土地改良事業変更計画を定め
た。
その関係書類は、北海道釧路総合振興局に備え置いて、平成２３年６月８日から２０日間、一
般の縦覧に供する。
平成２３年６月７日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第４０６号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成２３年６月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

十勝郡浦幌町（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 霧害の防備
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐に係る伐採種は、定めない。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

エ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道十勝総合振

興局産業振興部林務課及び浦幌町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第４０７号

河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（昭和４０年政令第１４号）第

４９条の規定により、次のとおり告示する。

その関係図面は、北海道渡島総合振興局函館建設管理部に備え置いて縦覧に供する。

平成２３年６月７日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 河 川 の 名 称 一級河川後志利別川水系トマンケシナイ川

２ 廃川敷地等が生じた年月日 平成２３年６月７日

３ 廃 川 敷 地 等 の 位 置 （左岸） 瀬棚郡今金町字御影１４６番２、同１４６番３及び

同１４６番４

（右岸） 瀬棚郡今金町字神丘１２６８番１及び同１２６８番２

４ 廃川敷地等の種類及び数量 土地 １，３７８．７０�

北海道告示第４０８号

昭和５３年北海道告示第３７２８号（北海道収入証紙の元売りさばき人及び売りさばき人の指

定）の一部を次のように改正する。

平成２３年６月７日

北海道知事 高 橋 はるみ

２ 売りさばき人の項オロロン農業協同組合の事項中
「オロロン農業協同組合
同 初山別支
同 遠別支所

所
」
を「オロロン農業協同組合遠別支所」に改め、同項名寄市職員福利厚生会の事項を削る。

総 合 振 興 局 告 示 及 び
振 興 局 告 示

北海道空知総合振興局告示第１０１号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。

平成２３年６月７日

北 海 道 公 報 第����号 １１平成２３年６月７日（火曜日）



北海道空知総合振興局長 武 田 裕 二
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
デジタルモノクロ複合機の賃貸借 一式（１台）

２ 落札を決定した日
平成２３年５月１９日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 株式会社ダイマル
� 住 所 岩見沢市４条西５丁目７番地
４ 落札金額
基本料金 ２，９００円（１月当たり）

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２３年４月８日付け北海道空知総合振興局告示第９８号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道空知総合振興局産業振興部農務課
� 所在地 岩見沢市８条西５丁目

北海道上川総合振興局告示第７２号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２３年６月７日

北海道上川総合振興局長 窪 田 毅
１ 落札に係る物品等の名称（１リットル当たりの単価）及び調達予定数量
Ａ重油 ３９３，０００リットル

２ 落札を決定した日
平成２３年５月９日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 株式会社ホクレン油機サービス
� 住 所 札幌市厚別区厚別中央１条５丁目１番１０号
４ 落札金額
７５．３円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２３年３月２９日付け北海道上川総合振興局告示第５７号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道上川総合振興局地域政策部総務課
� 所在地 旭川市永山６条１９丁目１番１号

北海道釧路総合振興局告示第１号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２３年６月７日

北海道釧路総合振興局長 村 井 悟
１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称及び数量
路面清掃車（ブラシ式） １台
（交換契約により路面清掃車（真空式）１台を契約の相手方に供し、路面清掃車（ブ
ラシ式）１台を当該契約の相手方から調達する。）

� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
� 納 入 期 限 平成２４年３月２３日（金）
� 納 入 場 所 入札説明書による。
２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

� 平成２３年北海道告示第７号に規定する物品の購入の資格を有すること。
� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
� 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな
いこと。

� 当該調達物品に係る技術及び設備を有していることを証明した者であること。
� 当該調達物品又はこれと同等の類似品に係る相当数の納入（製造）実績等があること
を証明した者であること。

	 当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されてい
ることを証明した者であること。


 納入地区において、当該調達物品を納入後１０年間以上の部品の供給が可能であること
及び速やかに部品調達ができることを証明した者であること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の�から
までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなけ
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ればならない。
ア 申 請 の 時 期 平成２３年６月７日（火）から６月２７日（月）まで（日曜日及

び土曜日を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号０８５－０００６ 釧路市双葉町６番１０号

北海道釧路総合振興局釧路建設管理部建設行政室建設行政課
� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道釧路総合振興局釧路建設管理部建設行政室建設行政課

５ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 釧路市双葉町６番１０号 北海道釧路総合振興局釧路建設管理

部３階大会議室（送付による場合は、郵便番号０８５－０００６ 釧
路市双葉町６番１０号 北海道釧路総合振興局釧路建設管理部建
設行政室建設行政課）

� 入 札 日 時 平成２３年７月１９日（火）午後３時（送付による場合は、必
着）

� 開 札 場 所 �に同じ。
� 開 札 日 時 �に同じ。
６ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ４に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る
返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量１５０グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて契
約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。
また、電子メール送信による交付を希望する場合は、契約に
関する事務を担当する組織に電子メール（アドレス：
kushirodoboku.somu1@pref.hokkaido.lg.jp）で申し込むこと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成１６年北海道告示第４４８号の２の�のア及び３の�による。

９ 落札者と契約の締結を行わない場合
落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を

講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
１０ そ の 他

平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、	から�まで及び�からまでによるほか、次
による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道釧路総合振興局釧路建設管理部建設行政室建設行政課
� 所 在 地 郵便番号０８５－０００６ 釧路市双葉町６番１０号

電話番号０１５４－２３－６１１５
１１ Summary

Ａ Nature and quantity of the products to be procured :

Rord surfase a garbage truck (brush style) Quantity 1

Ｂ Bid tendering date and time : 3 : 00 P.M., july 19, 2011

Ｃ Contact : Constructional Administration Division, office of Construtional Administration,

Kushiro Department of Public Works Management, Kushiro General Subprefectural Bureau,

Hokkaido Govemment, 10-gou, 6-ban, Futabachou, Kushiro 085-0006 japan

Phone : 0154-23-6115

道 人 事 委 員 会 規 則

職員の任用に関する権限の一部を任命権者に委任する規則の一部を改正する規則をここに
公布する。
平成２３年６月７日

北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北海道人事委員会規則６－４１

職員の任用に関する権限の一部を任命権者に委任する規則の一部を改正する規則
職員の任用に関する権限の一部を任命権者に委任する規則（北海道人事委員会規則６－
６）の一部を次のように改正する。
第２条第２項を削る。
附 則

（施行期日）
１ この規則は、公布の日から施行する。
（北海道人事委員会の権限に属する事務の議決及び委任に関する規則の一部改正）
２ 北海道人事委員会の権限に属する事務の議決及び委任に関する規則（北海道人事委員会
規則２－４５）の一部を次のように改正する。
別表第２個別事項中第２１号を削り、第２２号から第５７号までを１号ずつ繰り上げる。
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道警察函館方面本部告示

北海道警察函館方面本部告示第５２号

次のとおり随意契約の相手方を決定した。
平成２３年６月７日

北海道警察函館方面本部長 眞 田 稔
１ 随意契約に係る物品等の名称及び調達予定数量
� ６型カードベース ３００枚×３入 ８４箱
� ６型高速型用リボン ２，０００枚×１入×７種 ３８箱
� ６型プリンタヘッド １４個
� 吸気フィルター 大 １２個
� 吸気フィルター 小 １２個
	 搬送ローラー ４４個

 ヒートローラー 上 ８個
� ヒートローラー 下 ８個
� ＤＵブッシュ付ブラケットハウジング ２個組 ８組
� ロールロアピンチローラー ８個
� ＥＸＩＴローラー ２本組 ８組
� ハロゲンランプ ８個
 温度センサー ８個
� 複写用真空パッド ３個組 ４組
２ 随意契約の相手方を決定した日
平成２３年３月２８日

３ 随意契約の相手方の氏名及び住所
� 氏 名 株式会社ＤＮＰアイディーシステム
� 住 所 東京都新宿区新宿４丁目３番１７号
４ 随意契約に係る契約金額
� １箱当たりの単価 ４７０，７００円
� １箱当たりの単価 １４０，０００円
� １個当たりの単価 １３０，０００円
� １個当たりの単価 ９，０００円
� １個当たりの単価 ５，５００円
	 １個当たりの単価 １，４００円

 １個当たりの単価 ２３，０００円
� １個当たりの単価 １８，０００円

� １組当たりの単価 １４，４００円
� １個当たりの単価 ２１，５００円
� １組当たりの単価 ２２，８００円
� １個当たりの単価 １０，５００円
 １個当たりの単価 ５，０００円
� １組当たりの単価 ５，１００円
５ 契約の相手方を決定した手続
随意契約

６ 随意契約によった理由
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第

３７２号）第１０条第１項第２号の規定による。
７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道警察本部函館方面本部会計課
� 所在地 函館市五稜郭町１５番５号

道警察旭川方面本部告示

北海道警察旭川方面本部告示第７３号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２３年６月７日

北海道警察旭川方面本部長 谷 口 茂 樹
１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称及び数量
北海道警察旭川方面本部交通管制センター上位装置の賃貸借 一式（１月当たりの単
価）

� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書及び要求仕様書による。
� 契 約 期 間 平成２４年３月１日から平成２９年２月２８日まで。ただし、予算

の範囲内で、当該契約期間を変更することがあり得る。
� 納 入 場 所 契約担当者が指定する場所
２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

� 平成２３年北海道告示第７号に規定する物品の賃貸借の資格を有すること。
� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
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� 暴力団関係事業所等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな
いこと。

� 当該調達物品に関し、迅速な技術的サポート体制が整備されていること。
� 当該調達物品に関し、要求仕様書に記載の要件等を満たしていることを証明した者で
あること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の�及び�に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。
ア 申 請 の 時 期 平成２３年６月７日から同年７月４日まで（日曜日及び土曜日

を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号０７８－８５１１ 旭川市１条通２５丁目４８７番地６

北海道警察旭川方面本部会計課
� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道警察旭川方面本部会計課

５ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 旭川市１条通２５丁目４８７番地 北海道警察旭川方面本部３階

会議室（送付による場合は、郵便番号０７８－８５１１ 旭川市１条
通２５丁目４８７番地 北海道警察旭川方面本部会計課）

� 入 札 日 時 平成２３年７月２１日 午後１時３０分（送付による場合は、同月
２０日午後５時までに必着）

� 開 札 場 所 �に同じ。
� 開 札 日 時 �に同じ。
６ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ４に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る
返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量２００グラムに見合
う郵送料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、

契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。
また、北海道警察旭川方面本部のホームページ（http : //

www.asahikawahonbu.police.pref.hokkaido.jp/）においてダウン
ロードすることができる。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
北海道財務規則（昭和４５年北海道規則第３０号）第１５１条第１項の規定により定めた予定
価格（１月当たりの単価）の制限の範囲内で最低の価格（１月当たりの単価）をもって入
札（有効な入札に限る。）した者を落札者とする。
９ 落札者と契約の締結を行わない場合
落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

１０ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、�、
、�及び�からまでによるほか、次に
よる。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道警察旭川方面本部会計課
� 所 在 地 郵便番号０７８－８５１１ 旭川市１条通２５丁目４８７番地

電話番号０１６６－３５－０１１０ 内線２２３２
１１ Summary

Ａ The nature and quantity of products to be procured : Control Equipment of Hokkaido

Asahikawa Area Police Headquarters Traffic Control Center 1 set

Ｂ Bid tendering date and time : 1 : 30 P.M., July 21, 2011

(If mailed, bids must arrive no later than 5 : 00 P.M., July 20, 2011)

Ｃ Contact : Finance Division, Hokkaido Asahikawa Area Police Headquarters, 487-6,

25-chome, 1-jo-doori, Asahikawa 078-8511 Japan

Phone : 0166-35-0110 Ext. 2232
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